


広島県警察拳銃110番報奨制度実施要綱

第１ 目的

この要綱は、全国共通フ リ ーダイヤル番号により 都道府県警察が拳銃その他の銃器

等（ 拳銃、小銃、機関銃、拳銃部品及び拳銃実包） に関する情報（ 以下「 拳銃情報」 と

いう 。 ） を受け付け、事件の検挙に欠かせない有力な情報を提供した通報者に対し、

個別の事案に応じて報奨金を支払う 「 拳銃 110番報奨制度」 の実施について必要な事
項を定めるこ と を目的と する。

第２ 通報の受付等

１ 通報の受付

本制度による通報の受付は、全国共通フ リ ーダイヤル番号「 0120-10-3774」 （ 以
下「 拳銃110番」 と いう 。 ） による。

２ 通報受付体制

通報は、執務時間内は組織犯罪対策第三課、執務時間外は刑事当直において、 24
時間受け付けるものと する。

３ 警察庁への報告

⑴ 組織犯罪対策第三課は、 拳銃その他の銃器等の押収及び被疑者の検挙（ 以下

「 事件検挙」 と いう 。） に欠かせない情報を内容と する通報（ 以下「 対象通報」 と

いう 。 ） を受け付けたと きは、 その都度速やかに、 その他の通報を受け付けたと

きは月ごと に、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第二課（ 以下「 警察庁

組織犯罪対策第二課」 と いう 。 ） に報告するものと する。

⑵ 組織犯罪対策第三課長は、対象通報により 事件検挙に至っ たと きは、検挙状況、

当該事件の内容、対象通報と 事件検挙と の関係、報奨金支払見込みの有無、報奨

金支払予定金額、支払方法等を警察庁組織犯罪対策第二課に報告するものと する。

第３ 報奨金

１ 報奨金の支払

⑴ 報奨金の支払の決定は、原則と して対象通報を受け付けた組織犯罪対策第三課

長が行う ものと する。

⑵ 報奨金については、対象通報により 拳銃その他の銃器等が押収され、 かつ、被

疑者の検挙に至っ た事案を対象と するものと し、 その金額は、対象通報により 拳

銃その他の銃器が１丁押収された場合において 10 万円と するこ と を目安と しつ
つ、当該通報の内容、検挙された事件の内容、対象通報と 事件検挙と の関係、警

察における同種情報の把握状況、対象通報をした者（ 以下「 対象通報者」と いう 。）

の捜査手続への協力の程度等を個別に勘案して算定するものと する。

２ 支払除外事由

次に掲げる場合には、報奨金は支払わないものと する。

⑴ 対象通報者が、対象通報により 検挙された事件の共犯者と 認められる場合。



⑵ 対象通報者が、 その情報を入手する過程において犯罪行為その他公共の安全と

秩序を害する行為を行っ たと 認められる場合、 その他報奨金を支払う こ と が不適

当と 認められる場合。

⑶ 通報を受けた時点で、当該拳銃情報が、当県警察において既に把握している内

容であっ た場合。 ただし、当該拳銃情報が、被疑事実の立証等の観点から必要と

認められる場合は、 この限り ではない。

⑷ 匿名と するこ と を希望した対象通報者から 、通報後６か月以内に、別に指示さ

れたと ころにより 警察に対して連絡がない場合。


